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　もう、障害児を分離する教育は要りません!!!
兵庫県でも全ての子どもが、共に生き共に育つ
インクルーシブ教育を実現しましょう!!

※地下鉄「県庁前駅」下車すぐ
※JR・阪神「元町」駅から
北へ徒歩7分
※車でお越しの場合は、
会館有料駐車場42台収容　　駐車料金20分130円
または近隣の有料パーキングでお願いします。


★現在、日本政府は、国連で2006年に成立した「障害者権利条約」の理念(雇用や教育・生活の
場において健常者と同等の権利保障)に合うよう、条約に批准するために、国内の様々な法制度を変えていこうと、内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」で活発に議論されています。今年、6月には、その改革の第一歩として、「障害者基本法」改正案が衆議院で可決され、参議院での審議がこれから行われる状況です。
★その改正基本法には、「・・・障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」
とされ、国会質疑で文科省副大臣は「可能な限り同じ教室で共に学ぶ事を目指すもの」と答弁しています。
しかし、兵庫県の状況はどうなっているのでしょうか???　
→　このような流れと逆行するように、3年前には東播地域で、昨年には芦屋市で特別支援
学校が開校し、そして来年4月には、阪神間で新たに特別支援学校高等部が設置されようとしています。
→　多くの県民の声を無視して、身近な地域に存在し障害児も受け入れてきた定時制高校
を統廃合し、多部制単位制高校が開校しますが、同じ敷地内に、この特別支援学校高等
部が開校します。兵庫県教育委員会は「同じ敷地」で「交流」や「共同学習」するから、
「ノーマライゼーションの礎」になると言いますが、本当にそうでしょうか???
→　兵庫県教育委員会は、「特別支援学校を希望する親子が増加している」と言います。け
れど、それは地域の学校で障害児を受け入れる体制や意識が十分に整っていないからで
はないでしょうか。

→　集会では、県教委への申し入れの報告を行います。そして、現在全国的に取り組まれる
「障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク」の取り組み、その事務局として活躍され、また諸外国の障害児教育を研究される一木玲子さんをお招きし・・・
●国の制度改革の状況や全国的な状況
●どうすれば兵庫におけるインクルーシブ教育の実現ができるのか
などについてミニ講演をしていただき、それを踏まえ、交流も含め皆さんと大いに議論していきたいと思います。
多くの皆さんのご参加をお願いいたします。
日時  8月8日(月)　　午後6時～


場所  兵庫県民会館 902号室


｢　～兵庫県でインクルーシブ教育実現を求める緊急集会　～　｣


講師:一木玲子さん　　(インクルーシブ教育推進ネットワーク・事務局)


(筑波技術大学准教授)   (障害児を普通学校へ・全国連絡会運営委員)














主催：障害者問題を考える兵庫県連絡会議


問い合わせ：神戸市東灘区住吉宮町7-7-8　レ・モン1F(NPO法人生活支援研究会 内)


　　　　　　 �HYPERLINK "TEL:078-842-3299"�TEL:078-842-3299�　　　　　FAX:078-842-3354


      E-mail:center@co-live.net


※参加費　　　無料


※当日連絡先：障害者問題を考える兵庫県連絡会議・事務局　栗山（090-6980-5426）








8月8日　午後4時～兵庫県教育委員会に対し、来年開校する特別支援学校の問題について私たちの見解を示すとともに、県教委が、真剣に教育におけるノーマライゼーションを実現していくなら、是非、｢共に生きる教育指針｣(仮称)を策定するよう、そして「同じ教室で共に学ぶ」インクルーシブ教育の実現を目指すための条件整備等も含めた長期計画を策定するよう求めた申し入れを行います。











